
 

 

第２５回議会運営委員会 

と き 平成３０年１１月２６日（月） 

午前１０時 

ところ 第１委員会室 

 

付議事項 

１ 一般質問の方式について・・・資料１ 

申し合わせ事項を改正する 

改正後 改正前 

（一般質問の方式） 

79 一般質問は、分割質問・分割答

弁方式又は一問一答方式で行う。

方式は、通告時に選択し、併用す

ることはできない。 

 

79-1 分割質問・分割答弁方式は大

項目ごとに、一問一答方式は最小

の項目ごとに質問及び答弁を行

う。ただし、再質問は、一問一答

で行う。 

（一般質問の方式） 

79 一般質問は、大項目ごとに分け

て一問一答で行う。 

 

 

２ その他 

申し合わせ事項を改正する 

改正後 改正前 

第８章 全員協議会 

 （全協の開催） 

123 （略） 

 

（議運決定事項の報告） 

123-1 議運で決定した事項につい

ては、原則として全協において議

会運営委員長が報告する。 

第８章 全員協議会 

 （全協の開催） 

123 （略） 

 



 

 

 

資料１ 
 

受付日時 平成  年  月  日    時  分 

受付番号     番 抽選番号     番 

備  考 

執行部聞き取り方法 
１ 今から      （場所：        ） 
２  月 日 時に登庁（場所：        ） 
３ 電話で対応（自宅・携帯    －   －   ） 
４ その他（                 ） 

＊ 聞き取り期限は通告書提出期限の日の翌日です。 

 
 

一 般 質 問 通 告 書 
 

下記のとおり質問したいので、山陽小野田市議会会議規則第 61 条第 2 項の規

定により通告します。 

 

平成 年 月 日 

 

山陽小野田市議会議長 小 野   泰 様 

 

議 員            
 

記 

 

質問方式 

 

１．分割質問・分割答弁方式  ２．一問一答方式 
 

※ いずれかの方式を○で囲むこと 

一般質問の件名 要  旨（できるだけ詳細に） 

  

  

  

  

  
  
 


